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住民基本台帳制度の概要① ～住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）～

○ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするととも
に住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う
住民基本台帳の制度を定め、もって住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

目的（第１条）

○ 住民基本台帳は、国内に居住する日本国籍の者、日本に居住する外国人住民の氏名、生年月日、性別、住所等の事項を記載する帳簿（住民票）
をもって構成される住民に関する記録を行う公簿。

○ 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成。

（１）住民票の記載事項
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、住民票コード、世帯情報（世帯主である旨、世帯主との続柄）、本籍、選挙人名簿への登録の有無、

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者の資格に関する事項、児童手当の受給資格に関する事項等

（２）住民基本台帳を基礎として行う事務
選挙人名簿の登録、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の

作成、生活保護、予防接種、印鑑登録証明 等

（３）住民基本台帳の一部の閲覧
市町村長は、国又は地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のため請求があったとき、又は、個人又は法人が公益性が高いと認め

られる活動等を行うため申出があり、その申出が相当と認めるとき、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。

（４）住民票の写し等の交付
市町村長は、住民基本台帳に記録されている者又はその者と同一の世帯に属する者から請求があったとき、国又は地方公共団体の機関から

法令で定める事務の遂行のため請求があったとき、又は、正当な理由がある者から申出があり、その申出が相当と認めるとき、住民票の写し等
を交付することができる。

（５）除票
・ 市町村長は、住民票を消除したとき、又は住民票を改製したときは、住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存。
・ 除票には、住民票に記載をしていた事項のほか、住民票を消除した事由及びその事由の生じた年月日又は改製した旨及びその年月日を記載。
・ 市町村長は、除票に記載されている者から請求があったとき、国又は地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のため請求があった
とき、又は、正当な理由がある者から申出があり、その申出が相当と認めるとき、除票の写し等を交付することができる。

住民基本台帳（第２章）
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○ 住民としての地位の変更に関する届出は、書面でしなければならない。
（１）転入届（新たに市町村の区域内に住所を定める場合に行う届出）
（２）転居届（一の市町村の区域内において住所を変更する場合に行う届出）
（３）転出届（市町村の区域外に住所を移す場合に行う届出）
（４）世帯変更届（住所の異動を伴わずに属する世帯又は世帯主に変更があった場合に行う届出）

住民基本台帳制度の概要② ～住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）～

届出（第４章）

○ 市町村・都道府県・地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）を専用回線で結んでネットワーク化し、住民基本台帳に記
録されている本人確認情報（氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー、住民票コード及びその変更情報）により、電子的に全国共通

の本人確認ができるシステム（住民基本台帳ネットワークシステム）を構築。

本人確認情報の処理及び利用等（第４章の２）

○ 市町村の区域内に住所を有する中長期在留者、特別永住者等の日本国籍を有しない外国人住民に係る住民票の記載事項や住民としての地位の
変更の届出の特例をまとめて規定。
＜外国人住民に係る住民票への記載＞

住民票記載事項（本籍、選挙人名簿への登録の有無等を除く。）のほか、国籍、外国人住民となった年月日、在留資格、通称 等

外国人住民に関する特例（第４章の３）

○ 市町村長は、定期に、又は必要があると認めるときはいつでも、住民票及び外国人住民に係る住民票に記載をすべき事項について、調査をするこ
とができ、その調査に当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

○ 国の行政機関又は都道府県は、所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載され
ている事項に関して、都道府県知事又は機構に対し、本人確認情報に関して、それぞれ資料の提供を求めることができる。

雑則（第５章）

○ 住所地で作成される住民票を本籍地で作成される戸籍に関連させ、住民票と戸籍の共通記載事項について、住民票の記載内容を戸籍の記載内
容に一致させることにより、住民基本台帳の記録の正確性を確保するための帳票。

○ 市町村長は、その区域内に本籍を有する者につき、戸籍を単位として、戸籍の附票を作成。また、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の
附票の改製をしたときは、消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存。

○ 戸籍の附票には、戸籍の筆頭者の氏名及び本籍、氏名、住所、住所を定めた年月日等を記載。戸籍の附票の除票簿には、戸籍の附票に記載して
いた事項のほか、戸籍の附票を消除又は改製した旨及びその年月日を記載。

○ 市町村長は、戸籍の附票に記録されている者等からの請求又は申出があったとき、戸籍の附票の写しを交付することができる。

戸籍の附票（第３章）
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現行制度における一般的な転入・転出の流れ

３

住民

②転出証明書

住民

③転入届＋転出証明書
（転入届を手書きで記入して提出）

来庁し、転出届を提出
転出証明書を受領

来庁し、転入届及び転出元
市町村で発行された転出証
明書を提出

手続の流れ
転
出
元

転
入
先

①転出届
（転出届を手書きで記入して提出）

○ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２４条の規定により、転出者は、転出元市町村に転出届を提出する必
要があるが、この手続きは、一般的に転出元市町村への出頭又は郵送により行われることとなる。また、転入時には、
原則として転出元市町村で発行される転出証明書を転入先市町村に提出しなければならないこととされている。

※マイナンバーカード所有者等については、郵送で手続可能



オンラインによる転出届、転入予約の実施に係る閣議決定等

R2 (2020)年 12月 「デジタル・ガバメント実行計画」（閣議決定）改訂

R3 (2021)年 5月 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」
（令和3年法律第37号）公布

12月 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（閣議決定）

「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）（抄）

地方公共団体の手続に関しては、関係府省や地方公共団体等の協力の下、同サー
ビスの検証を行い、転出証明書情報を事前に市町村職員が確認することにより転入手
続の事前準備を可能とするなど、住民の利便性向上や市町村職員の負担軽減の観点
から必要な制度を検討し、法令等の改正も含め、実現に向けて取り組んでいく。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021年12月24日閣議決定）（抄）

地方公共団体の手続に関しては、転出証明書情報の事前通知に関する制度改正を
踏まえ、令和３年度（2021年度）に関係府省庁や地方公共団体等の協力の下、地方公
共団体での実地検証等を通じて事務フロー及び必要な準備作業等を取りまとめ、地方
公共団体に対して周知を行う。令和４年度（2022年度）には、全地方公共団体において
オンラインによる転出届・転入予約など、転出・転入手続のワンストップ化を実現できる
よう、マイナポータルを改修するとともに、地方公共団体のシステム改修等に対する支
援を行う。
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○ 転出入に当たっては、一般的に、転出地で転出証明書を受け取り、転入地で転入届とともに提出する必要があり、住民の
来庁負担の軽減や年度末・年度当初などの窓口混雑の緩和が課題。このため、
 転出届と転入予約をマイナポータルからオンラインで同時にできるようにするとともに、
 転入地にあらかじめ転出証明書情報（氏名、生年月日、続柄、個人番号、転出先、転出の予定年月日など）を通知することで、住民・自
治体の転入手続に要する時間を短縮できるようにする（住民基本台帳法の改正）。

１．概要

２．スケジュール

住民

①転出届・転入予約
（マイナンバーカードで電子署名をして送信）

②転出届 ②転入予約

住民

③転出証明書情報の通知 ④転入手続の事前準備

⑤転入届
（来庁してマイナンバーカードを提示して届出）

来庁せずにオンラインで
同時に転出届・転入予約

マイナンバーカードにより
厳格かつ迅速・簡便に本人確認

転入手続に要する時間の縮減

手続の流れ

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

法整備

システム整備 システム設計・開発

住基法改正

転出証明書情報の事前通知開始

令和４年度中にサービス開始

マイナンバーカード所有者に係る転出証明書情報の事前通知に要する経費

マイナポータル

• 市町村の住民記録システム改修に係る補助金 ７，７８4百万円（Ｒ３補正予算）
※補助率 10/10、交付決定額６，０４８百万円（１，７２９市区町村）

• J-LISにおけるシステム改修費（委託費） ４５７百万円（Ｒ３当初予算）、４９３百万円（Ｒ４当初予算）

R４当初予算額：493百万円
R３補正予算額：7,784百万円
R３当初予算額：457百万円

３．予算額

転
出
元

転
入
先
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オンラインによる転出届、転入予約実現のためのシステム改修の概要

住基ネット回線

引越しを行う者（マイナンバーカードの交付を受けている者）

転出地市区町村

各課
業務システム

住民記録システム
Ｃ
Ｓ

転入（予定）地市区町村
各課

業務システム

住民記録システムＣ
Ｓ

マイナポータル

連携 連携

事前準備

②転入予約（転居予約）

③転出証明書情報の通知

LGWAN端末 LGWAN端末

入力

①転出届（署名用電子証明書）
・転入予約（転居予約）

異動届窓口異動届窓口

②転出届
（署名用電子証明書）

⑤消去
（一定期間経過後も転入届が提出されない場合）

J-LISシステム
改修委託費

R3予算額：457百万円
R4予算額：493百万円

市町村の住民記録
システム改修に係

る補助金
R3補正予算額
：7,784百万円

④転入届（転居届）
（マイナンバーカードを提示）

６
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